
可
）・
写
真
撮
影
な
ど
（
広
報
誌
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）
を
し
て
い
た
だ
け

る
人
を
募
集
し
ま
す
。

対
取
材
・
写
真
撮
影
の
で
き
る
16
歳
以
上
の

市
民
で
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
を
持
っ
て
い
る

人　
●
募
集
人
数
＝
10
人
（
多
数
の
場
合
は

選
考
）　
●
任
期
＝
4
月
1
日
～
来
年
3
月

31
日　
●
謝
礼
＝
年
額
1
万
円　
他
写
真
が

好
き
な
人
、
人
と
話
す
こ
と
が
好
き
な
人
、

市
を
Ｐ
Ｒ
し
た
い
人
、
大
歓
迎
！
特
別
な
知

識
や
技
術
は
い
り
ま
せ
ん

申
問
1
月
31
日（
消
印
有
効
）ま
で
に
郵
送
か

メ
ー
ル
で
住
所
、氏
名（
ふ
り
が
な
）、年
齢
、

電
話
番
号
、
簡
単
な
応
募
動
機
を
書
き
、
自

身
で
撮
影
し
た
写
真
（
プ
リ
ン
ト
か
デ
ジ
タ

ル
画
像
）を
添
え
て
〒
574
‐
8
5
5
5
戦
略

企
画
室
広
報
広
聴
グ
ル
ー
プ
☎
870
・
0

　

4
　

0
　

3　

kohokocho@
city.daito.lg.jp

令
和
2
年
度
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
入
所
申
込
の
受
付

　
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
、
市
内
12
か
所
で

運
営
し
て
い
ま
す
。

●
受
付
期
間
＝
1
月
10
日
㈮
～
31
日
㈮　
●

受
付
場
所
・
時
間
＝
大
東
市
社
会
福
祉
協
議

会
：
午
前
9
時
～
午
後
6
時
、
各
児
童
ク
ラ

ブ
：
午
後
2
時
～
6
時　
●
申
込
書
配
布
＝

1
月
6
日
か
ら
大
東
市
社
会
福
祉
協
議
会
と

各
児
童
ク
ラ
ブ
で
入
所
申
請
書
と
就
労
証
明

書
、
口
座
振
替
用
紙
を
配
布
（
入
所
申
請
書

と
就
労
証
明
書
は
大
東
市
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）　

他
受
付
期
間
後
の
申
し
込
み
は
入
所
日
が
遅

大
東
市
議
会
議
員
お
よ
び

市
長
選
挙
期
日
を
決
定

　
大
東
市
議
会
議
員
お
よ

び
市
長
の
任
期
が
、
今
年

５
月
４
日
に
満
了
と
な
り

ま
す
。
大
東
市
選
挙
管
理

委
員
会
は
昨
年
11
月
１
日

に
委
員
会
を
開
催
し
、
選
挙
期
日
を
決
定
し

ま
し
た
。

●
投
開
票
日
＝
４
月
19
日
㈰　
●
告
示
日
＝

４
月
12
日
㈰

　
立
候
補
予
定
者
説
明
会
は
、
２
月
21
日
㈮

午
後
２
時
か
ら
市
民
会
館
で
行
い
ま
す
。

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
☎
870
・
0

　

7
　

6
　

4
市
民
レ
ポ
ー
タ
ー
募
集
!!

　
市
民
の
皆
さ
ん
に
親
し
ま
れ
、
よ
り
身
近

な
広
報
誌
を
編
集
す
る
た
め
、「
だ
い
と
う
」

に
掲
載
す
る
記
事
の
取
材
（
箇
条
書
き
で
も

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
現
在
入
所
中
で
引

き
続
き
申
し
込
む
場
合
は
、継
続
入
所
申
請
書

と
就
労
証
明
書
な
ど
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
概
要

●
利
用
時
間
＝
平
日
：
放
課
後
～
午
後
6
時

（
延
長
は
午
後
7
時
ま
で
）、
土
曜
日
：
午
前

8
時
30
分
～
午
後
5
時
、
長
期
休
業
日
：
午

前
8
時
30
分
～
午
後
6
時
（
延
長
は
午
後
7

時
ま
で
）　
●
利
用
場
所
＝
各
小
学
校
内（
灰

塚
小
学
校
は
近
隣
地
）　
●
休
業
日
＝
日
曜

日
、
祝
・
休
日
、
8
月
12
日
～
15
日
、
12
月

29
日
～
翌
年
1
月
3
日
、
3
月
31
日　
●
入

所
基
準
＝
同
居
の
親
族
や
そ
の
他
の
人
が
児

童
の
育
成
を
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

で
、
児
童
の
保
護
者
が
①
～
④
の
い
ず
れ
か

に
当
て
は
ま
る
人
①
居
宅
外
で
労
働
す
る
こ

と
を
常
態
と
し
て
い
る
②
内
職
な
ど
で
日
常

の
家
事
以
外
の
労
働
を
す
る
こ
と
を
常
態
と

し
て
い
る
③
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
身

体
な
ど
に
障
害
を
有
し
て
い
る
④
長
期
に
わ

た
り
疾
病
の
状
態
に
あ
る
、
ま
た
は
身
体
な

ど
に
障
害
を
有
す
る
同
居
の
親
族
を
常
時
介

護
し
て
い
る　
対
市
内
在
住
の
小
学
生　
￥

1
か
月
8
2
0
0
円
、
保
険
料
年
間
800
円
、

午
後
7
時
ま
で
の
延
長
1
5
0
0
円
、
土

曜
日
の
利
用
1
6
0
0
円

問
大
東
市
社
会
福
祉
協
議
会
☎
874
・
1

　

0
　

8
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リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル

＠
大
東　
観
覧
者
募
集

　
ま
ち
な
か
の
公
共
空
間
、
空
き
家
・
空
き

店
舗
、
地
元
の
商
売
な
ど
を
地
域
の
資
源
と

捉
え
、新
た
な
ま
ち
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
起
こ
し
、

エ
リ
ア
を
変
え
て
い
く
「
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

ス
ク
ー
ル
」
を
府
内
で
初
め
て
開
催
し
ま

す
。
ス
ク
ー
ル
開
催
期
間
中
、
各
講
師
に
よ

る
特
別
議
義
と
、
受
講
生
が
練
り
上
げ
た
ビ

ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を

一
般
公
開
し
ま
す
。

時
①
1
月
24
日
㈮
午
後
6
時
～
7
時
、
25
日

㈯
午
前
9
時
～
10
時
・
午
後
6
時
30
分
～
7

時
30
分
②
1
月
26
日
㈰
午
後
2
時
～
4
時　

クラブ名 電話番号
四条北小 877・3903
泉小 870・8452
氷野小 806・2211
灰塚小 875・6588
南郷小 871・0464
住道北小 872・9288
住道南小 871・7201
四条小 879・0822
深野小 871・8411
北条小 877・0301
三箇小 875・0878
諸福小 870・1666

ＺＡＢとオリンピック・パラリンピックに
関する連携協定を締結しました
　市・市議会・ＺＡＢ（（一社）全国
空き家バンク推進機構）の3者
で、「オリンピック・パラリンピッ
クを契機とした地域活性化にか
かる連携協定」を締結しました。
市議会を含めての協定は全国で
初の取り組みとなります。今後は3者で連携・協力を図りな
がら、世界最大のスポーツの祭典を盛り上げていきます。
問戦略企画室都市魅力観光グループ☎870・0442

TOPICS

市の
話題

トピックストピックス

5�だいとう　2020（令和2）年1月号

子育て関連の記事には
ダイトンが付いているよ！

記
号
の
見
方  

時
と
き  

所
と
こ
ろ  

内
内
容  

講
講
師  

出
出
演  

対
対
象  

定
定
員  

￥
費
用  

￥0
無
料  

持
持
ち
物  

券
整
理
券
配
布
・
チ
ケ
ッ
ト
販
売

他
そ
の
他  

申
申
し
込
み
先  

問
問
い
合
わ
せ
先  

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス  

保
一
時
保
育
あ
り（
原
則
有
料
、申
込
要
。詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）



所
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ス
ク
ウ
ェ
ア
・
大
東　
内

①
特
別
講
義（
3
回
）②
公
開
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン　
講
㈱
サ
ル
ト
コ
ラ
ボ
レ
イ
テ
ィ
ヴ

代
表
取
締
役
・
加
藤
寛
之
さ
ん
、
㈱
ブ
ル
ー

ス
タ
ジ
オ
・
大
島
芳
彦
さ
ん
ほ
か

定
100
人
程
度　
￥0　
他
小
さ
な
お
子
さ
ん
を

お
連
れ
の
人
は
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

問
公
民
連
携
推
進
室
☎
870
・
9
6
2
3

民
生
委
員
児
童
委
員
と

主
任
児
童
委
員
が
決
ま
り

ま
し
た

　
令
和
元
年
12
月
１
日
付
け
で
、
145
人
の
民

生
委
員
児
童
委
員
と
９
人
の
主
任
児
童
委
員

が
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　
民
生
委
員
児
童
委
員
は
、
地
域
に
お
い
て

常
に
住
民
の
立
場
に
立
っ
て
相
談
に
応
じ
、

適
切
な
サ
ー
ビ
ス
や
機
関
に
つ
な
ぐ
な
ど
必

要
な
援
助
を
行
う
一
方
、
関
係
行
政
機
関
に

対
す
る
協
力
活
動
を
行
い
、
社
会
福
祉
の
増

進
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
主
任
児
童
委
員
は
、
児
童
福
祉
に
関
す
る

事
項
を
専
門
的
に
担
当
す
る
民
生
委
員
児
童

委
員
と
し
て
、
教
員
の
経
験
者
、
保
育
士
な

ど
の
資
格
を
有
す
る
人
、
子
ど
も
会
活
動
な

ど
の
児
童
健
全
育
成
活
動
の
実
績
を
有
す
る

人
な
ど
が
委
嘱
さ
れ
ま
す
。

　
い
つ
で
も
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
あ
な
た
の
地
域
を
担
当
す
る
委
員
が
分

か
ら
な
い
と
き
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
福
祉
政
策
課
☎
870
・
0
4
3
5
、
大
東
市

社
会
福
祉
協
議
会
（
民
生
委
員
児
童
委
員
協

議
会
事
務
局
）☎
874
・
1

　

0
　

8
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民生委員児童委員
氏　名 住　所 氏　名 住　所 氏　名 住　所 氏　名 住　所

北条地区 安里　正則 明美の里町8-15 山田　喜三郎 谷川2丁目8-822 加納　重美 朋来2丁目20-403
藤井　圀子 北条1丁目4-15 久本　麻理子 北楠の里町6-16 米澤　敏子 住道1丁目2-10-504 米倉　美津子 朋来2丁目13-402
三隅　光雄 北条1丁目15-33 明田　正文 北楠の里町15-21 白井　光美 赤井1丁目3-27 山本　由見子 灰塚1丁目9-32
橋本　晴和 北条7丁目2-19 田中　貴恵 中楠の里町5-26 氷野地区 細見　光代 灰塚2丁目10-32
佃　耕一 北条1丁目22-50 岡　 美 中楠の里町20-16 山本　繁子 氷野1丁目9-19 朝野　幸美 灰塚5丁目10-20
乾　善朋 北条2丁目6-4 萱野　由紀子 南楠の里町1-15 中 　節子 氷野1丁目15-1 池田　美智子 灰塚3丁目2-28
木本　亘 北条2丁目17-9 山本　徹二 南楠の里町16-25 相築　綾子 大東町7-10 倉谷　美智子 灰塚4丁目6-70
中井　克之 北条4丁目3-8 澤樹　美智子 津の辺町15-22 品川　やえ子 大東町9-7 越井　幸子 灰塚5丁目2-6
寺本　一司 北条4丁目8-16 白井　佳代 津の辺町17-24 辻本　 子 御領4丁目2-65 田渕　三之亮 灰塚5丁目3-8
中井　明美 北条4丁目1-11 山本　隆幸 南津の辺町2-26 橋本　百合子 御領3丁目2-2 樋向　とし枝 灰塚6丁目9-17
孫﨑　冨美子 北条4丁目16-7 今井　優希 南津の辺町5-14 辻田　妙子 氷野2丁目11-8 南郷地区
北田　義治 北条5丁目2-18 浦　真重美 南津の辺町9-8-201 濵田　美佐子 氷野2丁目6-13 多田　雅枝 赤井2丁目5-20
三ツ川　進 北条6丁目21-13 太田　修 南津の辺町20-34 木井　敏子 氷野3丁目10-35 田口　久美子 赤井2丁目17-2
澁谷　恭子 北条6丁目16-8 土井　千津子 南津の辺町16-54 前田　衣子 氷野3丁目11-50-1222 松本　ツヤ子 赤井3丁目13-3
東口　満弘 北条7丁目3-27 深野地区 眞鍋　忠宏 氷野3丁目8-6 宮武　節子 赤井3丁目17-11
三星　テル子 北条7丁目12-32 松下　清晴 深野北1丁目3-31 泉地区 吉岡　早苗 太子田1丁目9-30
植木　順子 錦町16-9 松原　妙子 深野北1丁目11-72 杉本　明美　 平野屋1丁目9-20 大東　由利子 太子田1丁目8-19
三好　幸子 錦町8-23 中村　豊美 深野3丁目22-30 西田　淸美 平野屋1丁目2-51 白井　喜美枝 太子田2丁目14-19

四条地区 田中　久美子 深野3丁目16-404 坂口　正登 泉町1丁目9-4 林　朋子 太子田2丁目11-11
石野　恭輔 野崎1丁目12-31 小新　和子 深野4丁目16-59 森尾　富美枝 泉町2丁目1-24 山田　たつみ 南郷町11-503
三木　豊子 深野3丁目9-26 影山　和惠 深野4丁目13-28 堤　久美子 御供田1丁目12-15 諸福地区
八木　清二郎 野崎1丁目19-10 大井　淳子 緑が丘1丁目4-8 野﨑　美代子 御供田1丁目20-5 村　眞代 諸福2丁目7-21
森野　令子 野崎2丁目5-18 宮本　玲子 緑が丘2丁目6-25 北本　璋子 御供田2丁目7-15 谷中　津子 諸福1丁目8-6
峰野　宣枝 野崎3丁目12-12 三箇地区 中西　三枝子 御供田3丁目14-15 藏前　芳治 諸福3丁目5-22
山本　順子 野崎2丁目15-1 安部　賀寿美 三箇1丁目7-12 中永　英男 御供田4丁目7-2 西村　浩一 諸福3丁目7-8
村田　智子 野崎4丁目7-48 木村　壽野 三箇1丁目10-21 住道南地区 福井　不二 諸福1丁目7-21
奥田　直子 大字龍間742-3 山本　祐子 三箇1丁目14-12 中村　勝利 扇町1-16 池上　博子 諸福5丁目6-14
上田　紀子 寺川1丁目12-1004 大江　惠子 三箇2丁目4-34 寺本　多津子 扇町14-9 福井　典子 諸福5丁目6-12
濵田　伸子 寺川5丁目2-13 三嶋　郁夫 三箇3丁目3-6 原　和子 栄和町13-16 樂　景子 諸福7丁目2-3
衣田　順一 寺川5丁目8-31 三ツ川 栄津子 三箇4丁目8-16 森本　玲子 栄和町10-21 中尾　麗子 諸福6丁目7-12
谷田　 雄 寺川4丁目5-38 櫻井　郁子 三箇5丁目4-11 瀧本　加代子 末広町3-1012 古田　幸子 諸福5丁目6-7
谷田　千惠美 寺川2丁目1-15 北口　保 三箇6丁目8-18 橋川　照夫 川中新町26-209 池上　英理子 諸福5丁目6-9
田中　佳代子 中垣内1丁目4-15 寺西　友子 三箇6丁目22-23 畑中　成子 川中新町1-201 橋本　理惠子 新田本町13-32
谷山　和子 中垣内5丁目5-8 住道北地区 松本　むつ子 大野1丁目7-5 前田　智子 新田本町16-19
藤井　敏和 中垣内4丁目3-13 時　一男 幸町3-14 花岡　泰子 大野1丁目11-1-605 北村　知子 新田東本町4-22
築山　康一 中垣内7丁目1-26 倉内　勇 曙町6-102 川上　みゆき 大野2丁目6-12 和田　美智代 新田本町18-9

四条北地区 松本　正子 三住町2-35 灰塚地区 善澤　由岐子 新田本町6-17
田原　節子 北新町15-304 守屋　裕美 三住町11-35 森　義弘 朋来1丁目31-101
岩本　秀光 明美の里町3-72 中村　鎮也 谷川1丁目3-54 柴田　シヅ子 朋来2丁目22-803
藤原　江理子 明美の里町17-19 水場　俊夫 谷川2丁目2-28 南　幸惠 朋来2丁目17-508

主任児童委員
氏　名 住　所 氏　名 住　所 氏　名 住　所 氏　名 住　所

杉浦　美佐子 北条7丁目11-14 中田　順子 谷川2丁目1-22 樋口　里美 新町16-12 中川　明美 太子田2丁目11-4
山崎　敦子 寺川5丁目17-68 山下　美奈 氷野3丁目10-75 内田　君枝 朋来2丁目5-35-1213 坂本　喜美子 諸福1丁目1-14
宮田　淸美 深野北1丁目12-24

だいとう　2020（令和2）年1月号6

TOPICS

市の
話題トピックストピックス



申
告
書
な
ど
は
、
郵
送
で
の
提
出
も
可
能
で

す
。
還
付
申
告
を
さ
れ
る
場
合
は
、
２
月
14

日
以
前
で
も
提
出
で
き
ま
す

問
門
真
税
務
署
☎
06
・
6
9
0
9
・
0

　

1
　

8
　

1
年
金
所
得
者
・
給
与
所
得
者
の

還
付
申
告
相
談
会
場
を
開
設

時
２
月
５
日
㈬
～
７
日
㈮
午
前
９
時
30
分
～

11
時
30
分
・
午
後
１
時
～
３
時　
所
市
民
会

館（
キ
ラ
リ
エ
ホ
ー
ル
）　
●
相
談
整
理
券
の

配
布
＝
午
前
８
時
30
分
か
ら
１
階
階
段
下

で
、
先
着
順
に
当
日
分
の
相
談
整
理
券
を
配

布
。
早
朝
か
ら
の
順
番
待
ち
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。
翌
日
の
相
談
整
理
券
は
配
布
し
ま
せ

ん
。
相
談
整
理
券
の
な
い
人
は
、
申
告
相
談

は
で
き
ま
せ
ん
。
申
告
書
が
完
成
し
て
い
て

提
出
の
み
の
人
は
、
相
談
整
理
券
が
な
く
て

も
開
設
期
間
中
随
時
受
け
付
け
ま
す

持
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

や
通
知
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険

証
な
ど
）、源
泉
徴
収
票
、還
付
申
告
に
必
要

な
書
類（
医
療
費
の
明
細
書
、生
命
保
険
料
・

地
震
保
険
料
の
控
除
証
明
書
、
国
民
年
金
保

険
料
の
控
除
証
明
書
、
社
会
保
険
料
の
支
払

い
の
分
か
る
書
類
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
の
必
要
書
類
な
ど
）、
還
付
金
の
振
込
先

が
分
か
る
も
の
、
印
鑑
、
確
定
申
告
の
お
知

ら
せ（
は
が
き
も
し
く
は
封
書
）・
前
年
分
の

申
告
書
控
え　
他
近
畿
税
理
士
会
の
税
理
士

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
譲
渡
所
得
（
株
式
・

不
動
産
な
ど
）お
よ
び
先
物
取
引（
Ｆ
Ｘ
取
引

を
含
む
）に
関
す
る
相
談
は
行
い
ま
せ
ん

問
門
真
税
務
署
☎
06
・
6
9
0
9
・
0

　

1
　

8
　

1

　

税
の
申
告
　

　
税
に
関
す
る
申
告
は
、
主
に
「
所
得
税
の

確
定
申
告
」
と
「
個
人
住
民
税
の
申
告
」
で

す
。
所
得
税
の
確
定
申
告
は
税
務
署
、
個
人

住
民
税
の
申
告
は
市
町
村
で
行
っ
て
く
だ
さ

い
。申
告
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
で
す
。

個
人
住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

①
令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
、
大
東
市
に
住

所
が
あ
る
人

②
給
与
所
得
者
の
う
ち
、
次
の
Ⓐ
Ⓑ
に
当
て

は
ま
る
人
Ⓐ
給
与
所
得
以
外
に
少
し
で
も

所
得
が
あ
っ
た
人
Ⓑ
勤
務
先
か
ら
市
役
所

に
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な

い
人
（
日
給
所
得
者
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど

の
人
）

③
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
者
の
う

ち
、
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
の
合
計

金
額
が
400
万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
公

的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得

金
額
が
20
万
円
以
下
の
人

※
所
得
税
は
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
せ
ん
が
、
個
人
住
民
税
は
申
告
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す

個
人
住
民
税
の
申
告
を
し
な
く
て
も
よ
い
人

①
税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人

（
同
時
に
個
人
住
民
税
の
申
告
を
し
た
と

み
な
さ
れ
ま
す
）

②
前
年
中
の
所
得
が
給
与
所
得
の
み
で
勤
務

先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支
払
報
告
書
が
提

出
さ
れ
て
い
る
人

③
前
年
中
の
所
得
が
公
的
年
金
な
ど
に
係
る

雑
所
得
の
み
で
日
本
年
金
機
構
な
ど
か
ら

市
に
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
が
提
出
さ

れ
て
い
る
人
の
う
ち
、
年
齢
が
65
歳
以
上

で
収
入
金
額
が
155
万
円
以
下
の
人
、
64
歳

以
下
で
105
万
円
以
下
の
人
（
年
齢
は
１
月

１
日
時
点
）

④
前
年
中
に
所
得
の
な
か
っ
た
人
や
所
得
が

少
な
く
個
人
住
民
税
が
か
か
ら
な
い
人

（
た
だ
し
、
課
税
証
明
書
の
交
付
が
必
要

な
場
合
や
、
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保

険
料
・
公
営
住
宅
家
賃
の
算
定
の
ほ
か
、

各
種
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
申
告
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
）

医
療
費
控
除
の
申
告
に
は

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」が
必
要
で
す

　
適
用
を
受
け
る
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
明
細

書
を
作
成
の
上
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。
領
収

書
は
自
宅
で
５
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

問
門
真
税
務
署
☎
06
・
6
9
0
9
・
0

　

1
　

8
　

1
、
課
税
課
市
民
税
グ
ル
ー
プ
☎
870
・
0

　

4
　

1
　

8税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

確
定
申
告
に
関
す
る
電
話
相
談

　
相
談
し
た
い
税
金
の
種
類
ご
と
に
専
門
の

税
務
相
談
官
を
配
置
し
、
確
定
申
告
に
関
す

る
質
問
や
必
要
書
類
の
確
認
な
ど
に
分
か
り

申
告
の
準
備
は
お
済
み
で
す
か

や
す
く
対
応
し
ま
す
。

問
門
真
税
務
署
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
☎
06
・

6
9
0
9
・
0
1
8
1
（
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス

「
０
」
番
）

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
確
定
申
告

　
今
年
か
ら
利
用
範
囲
が
拡
大
し
、
全
て
の

給
与
所
得
者
や
年
金
収
入
の
あ
る
人
も
利
用

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
を
取
得
す
れ
ば
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信
で

き
ま
す
。
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
の
発
行
を
希

望
さ
れ
る
人
は
、
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人

確
認
書
類
を
持
参
の
上
、
お
近
く
の
税
務
署

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
と
「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
対
応
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
」
を
お
持
ち
で
あ
れ
ば
、
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス

ワ
ー
ド
が
無
く
て
も
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

門
真
税
務
署
の
申
告
書
作
成
会
場
は

「
守
口
門
真
商
工
会
館
」で
す

時
２
月
17
日
㈪
～
３
月
16
日
㈪
午
前
９
時
～

午
後
５
時
（
土
・
日
曜
日
・
祝
日
な
ど
を
除

く
。
た
だ
し
、
２
月
24
日
・
３
月
１
日
は
開

設
し
て
い
ま
す
）

※�
申
告
相
談
の
受
け
付
け
は
午
後
４
時
ま
で

で
す

所
門
真
市
殿
島
町
６
‐
４　
持
申
告
に
必
要

な
書
類
の
他
、
本
人
確
認
書
類
、
前
年
分
の

申
告
書
の
控
え
、
印
鑑
、
利
用
者
識
別
番
号

な
ど
の
通
知（
お
持
ち
の
人
）な
ど　
他
門
真

税
務
署
内
に
は
、
申
告
書
作
成
会
場
を
設
け

て
い
ま
せ
ん
。
右
記
以
外
の
期
間
は
、
通
常

の
相
談
窓
口
で
の
対
応
と
な
り
ま
す
。な
お
、

7�だいとう　2020（令和2）年1月号

記
号
の
見
方  

時
と
き  

所
と
こ
ろ  

内
内
容  

講
講
師  

出
出
演  

対
対
象  

定
定
員  

￥
費
用  

￥0
無
料  

持
持
ち
物  

券
整
理
券
配
布
・
チ
ケ
ッ
ト
販
売

他
そ
の
他  

申
申
し
込
み
先  

問
問
い
合
わ
せ
先  

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス  

保
一
時
保
育
あ
り（
原
則
有
料
、申
込
要
。詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）



市
税
の
お
知
ら
せ

「
給
与
支
払
報
告
書
」
な
ど
の
提
出
期
限
は

１
月
３１
日
で
す

　
給
与
な
ど
の
支
払
者
は
、
給
与
の
支
払
先

全
て
に
つ
い
て
、
給
与
支
払
報
告
書
を
作
成

し
、
各
市
町
村
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
、
報
酬

な
ど
の
支
払
調
書
お
よ
び
法
定
調
書
合
計
表

は
税
務
署
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ｅ
‐
Ｔ

ａ
ｘ
を
利
用
し
て
提
出
で
き
ま
す
。

問
給
与
支
払
報
告
書
に
つ
い
て
：
課
税
課
市

民
税
グ
ル
ー
プ
☎
870
・
0
4
1
8
、
法
定
調

書
に
つ
い
て:

門
真
税
務
署
（
管
理
運
営
部

門
）☎
06
・
6
9
0
9
・
0
1
8
1

給
与
特
別
徴
収
の
お
願
い

　
大
阪
府
と
府
内
全
43
市
町
村
は
、
原
則
と

し
て
全
て
の
事
業
主
の
皆
さ
ん
を
特
別
徴
収

義
務
者
に
指
定
し
、
個
人
住
民
税
の
特
別
徴

収
を
徹
底
し
て
い
ま
す
。
個
人
住
民
税
の
給

与
特
別
徴
収
と
は
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と

同
様
に
、
事
業
主（
給
与
支
払
者
）が
毎
月
従

業
員（
給
与
所
得
者
）に
支
払
う
給
与
か
ら
給

与
天
引
き
し
て
納
付
す
る
制
度
で
す
。
地
方

税
法
な
ど
の
規
定
に
よ
り
、
原
則
事
業
主
は

特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
個
人
住
民
税
の
特

別
徴
収
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
事

業
主
は
所
得
税
の
よ
う
に
税
額
計
算
や
年
末

調
整
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
な
く
、
従
業

員
は
金
融
機
関
な
ど
で
納
付
す
る
手
間
が
省

け
ま
す
。

　
給
与
特
別
徴
収
が
ま
だ
の
事
業
主
は
、
特

別
徴
収
へ
切
り
替
え
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
課
税
課
市
民
税
グ
ル
ー
プ
☎
870
・
0
4
1
8

償
却
資
産
の
申
告
は
１
月
３１
日
ま
で
に

　
法
人
や
個
人
で
工

場
や
商
店
を
営
む
な

ど
事
業
を
行
っ
て
い

る
人
は
、
そ
の
事
業

に
使
用
し
て
い
る
償

却
資
産
を
お
持
ち
の

場
合
、
毎
年
１
月
１

日
現
在
、
所
有
す
る

資
産
の
内
容
を
１
月

31
日
ま
で
に
申
告
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
期
限
間
近
に
な

る
と
窓
口
が
混
雑
し

ま
す
の
で
、
な
る
べ

く
１
月
17
日
ま
で
に

提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
申
告
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
に

は
、
す
で
に
申
告
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

ま
だ
届
い
て
い
な
い
人
や
、
新
た
に
事
業
を

始
め
た
人
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
資
産
税
グ
ル
ー
プ
☎
870
・
0
4
2
0

償却資産の例
構造物

（建物附属設備）
門・塀・緑化施設などの外構工事、舗装路面、
看板（広告塔）など

機械・装置 コンベア、工作機械、冷凍冷蔵設備など
車両・運搬具 フォークリフトなどの大型特殊自動車など
工具・器具備品 パソコン、各種工具、事務用備品、陳列ケース、

冷暖房機器、理美容機器、医療用機器など

時 3月8日㈰午前10時～午後3時ごろ（小雨決行）　所いいもりぷらざ　●コース＝いいもりぷらざ
～東高野街道～野崎まいり公園～野崎参道商店街～いいもりぷらざ　
会場での催し　パフォーマンス、徳島県三好市物産展、市の産品紹介物産展、フリーマーケットなど

〈武者行列の一般参加者募集〉

他申込者多数の場合は抽選（当選者のみ連絡）。子どもは小学6年
生まで。こども会などの団体・チームでの参加については個別相
談（子どものみでの参加は不可）
申 1月31日までにⒶまたはⒷの区別と衣装番号（例：Ⓐ‐①、Ⓑ‐
②）、参加者全員の氏名、住所、性別、年齢、連絡先（代表者に○印）
を書いて郵送、ファクスかメールで事務局（様式自由）

〈武者行列の特別参加者募集〉
対ほら貝をお持ちの人、忍者衣装などでイベントを盛り
上げていただける個人や団体　他パフォーマンスの内容
や実績などを踏まえて参加を決定（詳しくは個別相談）

〈ボランティアスタッフ募集〉
内ステージ関係や警備などの支援　対イベント運営に興
味があり、指示のもと適切に行動できる人　他無償。事
前準備から、または当日のみの参加、いずれも可

〈出店者募集（フリーマーケット＆物産）〉
内 1ブース2㍍×2㍍。手作り品や加工品などの物販や
農産物などの販売　￥千円　他必要備品は各自で持ち込
み。出店位置は事務局が指定。多数の場合は抽選
申 1月31日までに代表者名、所在地、連絡先、出店内容
を書いて郵送、ファクスかメールで事務局

申 問〒574‐8555三好長慶公武者行列in大東実行委員会事務局（都市魅力観光グループ）☎870・0442　 FAX 870・0907　
miryoku@city.daito.lg.jp

三
み

好
よ し

長
な が よ し

慶公
武者行列in大東

　飯盛城を居城とし、「織田信長に先駆けた天下
人」とも言われている三好長慶をＰＲするため、
武者行列を実施します。甲

かっちゅう

冑などの衣装を着て堂々
とまちを歩けるこの機会、ぜひご参加ください。

参加方法・定員
Ⓐ自前の衣装
を着て参加

①甲冑や陣羽織、かぶとなど
②三好長慶に関わるキリシタンや茶人、忍者など
③その他、団体や家族で考案した衣装

Ⓑ貸し出しの
衣装で参加

①甲冑 30人（￥ 1体につき2千円）
②簡易甲冑 30人　￥0
③陣羽織 50人　￥0

④ファミリー隊（陣羽織）20組（親2人・子ども3人以内を1組として）
⑤子ども鉄砲隊・薙

なぎなた
刀隊 各20人（鉄砲・薙刀・衣装は用意します）

　
落
ち
葉
や
ビ
ニ
ー
ル
袋
な
ど
の
ご
み

が
雨
に
流
さ
れ
て
、雨
水
ま
す
を
詰
ま

ら
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。日
頃
か
ら
、

雨
水
ま
す
周
り
の
清
掃
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
上
下
水
道
局
下
水
道
施
設
課
☎
871
・

１
１
９
７

下
水
道
の
は
な
し

雨
水
ま
す
の
清
掃
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問新庁舎整備課☎870・9631　 FAX 872・2291　 chosya@city.daito.lg.jp

庁舎検討の今後の流れについて

市民ワークショップの参加者を募集
時3月1日㈰・22日㈰・29日㈰・4月12日㈰午後2時
（計4回　全日2時間程度）

内大東市の将来のまちの在り方や庁舎像を議論
対原則満18歳以上の市内在住・在勤・在学者で、
他の審議会などの委員をしていない人
定 10人（全日参加できる人を優先）
申 1月17日（必着）までに応募用紙に必要事項を
記入の上、郵送、ファクスまたはメール
※�応募用紙は新庁舎整備課で配布、市ホームペ
ージからもダウンロード可

市民ワークショップ

市民の皆さんのご意見から、庁舎の果たすべき役割を十分に検討し、庁舎整備の考え方となる基本方針を策定します。

庁舎検討だより②

「大東市庁舎の在り方などに関する審議会」の委員を募集
●目的＝市庁舎の在り方や機能について調査審議するため設置
●任期＝2月～来年3月31日（予定）
●開催回数＝全8回程度
定若干名（応募者多数の場合、応募動機、作文による書類選考）
対原則満18歳以上の市内在住・在勤・在学者で、他の審議会な
どの委員をしていない人　
●報酬＝7500円（1回当たり）
他応募時の提出書類は返却不可。結果は全ての応募者に文書
で通知
申 1月17日（必着）までに応募用紙に必要事項を記入の上、「私
が考えるこれからの市役所の役割」をテーマに書いた作文
（400字程度）を添えて、郵送、ファクスまたはメール
※�応募用紙・作文用紙は新庁舎整備課で配布、市ホームページ
からもダウンロード可

審議会

市民ワークショップ

各種団体ヒアリング

市民ヒアリング

基本方針(仮称)の策定

審議会

推進本部会議

庁内プロジェクトチーム

問府受動喫煙防止対策相談ダイヤル☎06 ・ 6944 ・ 8224
月～金曜日午前9時30分～午後6時　※土・日曜日・祝日・年末年始（12月29日～ 1月3日）は除く

オフィス・事業所・飲食店など
（事務所、工場、ホテル、旅館、ショッピングモール、鉄道、その他全ての施設）

望まない受動喫煙をなくすため、「健康増進法」・「大阪府受動喫煙防止条例」による
新しいルールができました

たばこを吸えるのは、専用の喫煙室の中だけです。経営規模の小
さい既存飲食店には、法・条例に基づき経過措置があります。ポイント❶

専用の喫煙室を設置した施設は、標識を掲示しなければなりません。ポイント❸
20歳未満の人は、たとえ、喫煙を目的としない場合であっても、喫
煙できる場所には立ち入れません。ポイント❹

施設の管理者は、屋内で喫煙を認める場合は、専用の喫煙室を作
ってください。ポイント❷

条例の規制の対象となる飲食店に対しては、府独自の支援制度があります。

昨年7月 敷地内禁煙

4月�
敷地内全面禁煙

学校・病院・行政機関の庁舎など

※�屋外（敷地内）に喫煙所を設けな
いよう努めてください

4月1日から原則屋内禁煙
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